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特定非営利活動法人

当面のスケジュール

グループホーム囲碁・将棋

グループホーム囲碁・将棋9月２1日（木）

9月１9日（火）

難病ふれあい教室
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9月１0日（日）

9月１５日（金） 第三者評価作業(多治見担当）

9月号
機関紙編集委員会

定例会

9月２6日（火）

9月１2日（火）

9月２２日（金） 第三者評価作業(多治見担当） 10月8日（日）

定例会

第三恵光　訪問

健康麻雀

10月6日（金）

10月2日（月）

10月3日（火） 第三者評価　訪問調査

9月２9日（金）

第三者評価　訪問調査

9月１4日（木）

健康麻雀   ナルク農園 

第二恵光　訪問

9月２6日（火） 健康麻雀

第三者評価作業(多治見担当）

ナルク岐阜福祉調査センター ８月の奉仕活動

「難病を抱えた子の自立を考える」

ナルク岐阜 
 かがり火 

 

 

 

 

  

  高齢者介護施設の人材育成のため 

【岐阜県介護人材育成事業者認定制度】があり

ます。 

事業所はグレード １ 

    グレード ２ 

    グレード ３ に分けて認定されます。 

 グレード １ の認定を受けるには 

  岐阜県福祉サービス第三者評価を 

  受審することが条件です。 
岐阜県の認証評価機関は以下の5事業所です。 

 ①ＮＰＯ法人ナルク岐阜福祉調査センター 

 ②（社福）岐阜県社会福祉協議会 

 ③ＮＰＯ法人ぎふ福祉サービス利用者センター 

 ④ＮＰＯ法人岐阜後見センター 

 ⑤ＮＰＯ法人旅人とたいようの会 

 

第三者評価の受審は高齢者施設のほか 

障がい者施設、保育所も受審が奨励されています。 

 

平成29年度は＊あんあん多治見通所介護施設 

      ＊あんあん多治見訪問介護事業所 

      ＊岐阜市立京町保育所 

      ＊岐阜市立岩野田保育所 

      ＊岐阜市立三輪北保育所 
5事業所がナルク岐阜福祉調査センターで受審しています。 

調査員は岐阜県の5回の研修を受講して認証され

ます。 

調査員希望の方は、ナルク事務局にお問い合わせ

ください。  担当 山口（090-5179-0955） 

 

「 いつかは手放す 

   時が来る 」 

「 子どもを見守り続ける 

 ことはできない 」 

「 日々の生活の中で 

具体的にどう育てて 

いけばよいのか？ 」 

 

 【岐阜県難病団体連絡協議会】 の主催で、 

 

平成２９年８月３日（木）、ワークプラザ岐阜（岐阜市

鶴舞２）で、講演とグループ交流会が開催           

されました。 

 今回は、「混合型脈管奇形」、「Ⅰ型糖尿胃病（小

児糖尿病）」 「心臓病児者」の問題がテーマーと

され、 

①「子どもが前向きに考え行動するために親とし 

  てできる事」 

②「大学受験を乗りこえて」 

③「就学時における母親の役割」 

④「Ⅰ型糖尿病のこどもと共に」 

の演題で大学教授、母親の講演がありました。 

 参加者は、13時半から16時まで終始真剣に耳を

傾け、質疑応答をしました。 

 ナルク岐阜は託児で、講演会のお手伝いをしま

した。 

 



    

 

 

 

           


